
協議第２３号 
 
   行政連絡機構の取扱いについて 
 
 行政連絡機構の取扱いについて承認を求める。 
 
  平成 19 年 7 月 3 日 提出 

 
熊本市・富合町合併協議会会長 幸 山 政 史 

 
 
行政連絡機構の取扱いについて 

 
 

   行政連絡機構の取扱いについては、富合町の合併特例区設置期間の

年度内を限度とし、その後、熊本市の例により統合する。 

 

 

 

平成１９年 ７月３０日    原案承認 ・ 修正承認 ・ 継続審議 
 



合併協議項目事業一覧

 協議番号 枝番号 協　議　項　目 部会名 提案 備考

23

1 行政区・区長組織等（行政連絡員制度） 市民生活部会 第５回

（行政連絡機構）

行政連絡機構の取扱い

承認／継続



 

熊本市・富合町合併協議会 項目別調整内容 

作業部会名：市民生活部会 

協議項目 ２３ 行政連絡機構の取扱い 小項目名 １ 行政区・区長組織等（行政連絡員制度） 

調整方針 富合町の合併特例区設置期間の年度内を限度として現行を維持するものとし、その後、熊本市の例により統合する 

 

調  査 現           況 

市町名 熊  本  市 富  合  町 

調整の具体的内容 

市
町
別
内
容 

 

行政事務の一部を取り扱う嘱託員は設置していないが、町

内自治会等として届出により市長が認めた団体として、行政

事務への協力をお願いしている。 

 

名称 町内自治会（７２７人） 

根拠 町内自治振興補助金交付規則に基づく届出制 

区域  小学校区の一部 

（８０校区・７２７町内自治会） 

任期 各自治会の規約による 

職務内容 自治会による地域づくり活動の推進 

報酬等 無（別途支援制度有） 

    行政文書の配布については別途委託契約締結 

 

 

 

 

 

 

依頼している事務 

・行政文書等（広報紙含む）の配布 ほか 

 

 

詳細については、別紙比較表参照 

 

 行政事務の一部（行政文書の配布、掲示、及び各種周知事

項等の周知伝達など）を委嘱している。 

 

 

名称 嘱託員（２２人） 

根拠 富合町嘱託員設置規則 

区域 行政区単位（２２地区） 

 

任期 自治組織代表者の期間区長が嘱託員を兼務 

職務内容 行政事務の一部を取り扱う 

報酬等 均等割：３１５，９００円（年額） 

    世帯割：２，２００円×世帯数 

              （算定基準日 4月 1日） 

 

   平成１６年度決算 １３，２５９千円 

   平成１７年度決算 １２，２９５千円 

   平成１８年度予算 １１，９８８千円 

 

依頼している事務 

・行政文書等（広報紙含む）の配布、掲示及び各種通達事項

の周知伝達 ほか 

 

詳細については、別紙比較表参照 

 

富合町の合併特例区設置期間の年

度内を限度として現行制度を維持

しながら、その後、熊本市の例によ

り統合する。 

 

※広報紙の配布方法についても、同

上の取り扱いとする。 

 

 



  

行政区・区長組織等の比較 

 熊  本  市 富  合  町 

名 称 町内自治会 

（町内自治会長） 

 

嘱託員 

（区長が嘱託員を兼ねる） 

活動内容 ・生活安全に関する活動 

（交通安全、防犯防火等） 

・社会福祉に関する活動 

（独居老人訪問、給食サービス） 

・生活環境の整備に関する活動 

（町内清掃、害虫駆除、廃品回収等） 

・親睦活動 

（スポーツ大会、あいさつ運動、夏祭り等）

・文化活動 

（文化祭、バザー、広報誌作成） 

・各種団体の活動への協力等 

（社会福祉協議会、体育協会、 

交通安全協会等）

 

・生活安全に関する活動 

（交通安全、防犯防火等） 

 

 

・生活環境の整備に関する活動 

（町内清掃、廃品回収等） 

・親睦活動 

（スポーツ大会、夏祭り等） 

 

 

・各種団体の活動への協力等 

（社会福祉協議会、体育協会、 

交通安全協会等） 

組織の長又は

嘱託員に依頼

する事務 

１．契約により委託している業務 

 ①行政文書等（広報紙含む）の配布 

  （町内自治会長と委託契約を締結） 

 

 

 

 

２．協力を依頼している業務 

（手当等なし） 

①市の各種行事、事業への参加 

②各種委員推薦 

（民生委員、国勢調査委員等） 

③公共行事への協力（境界立会い等）

④ごみ置き場管理、ごみ減量化の推進

⑤交通安全運動、防犯運動協力等 

 

 

１．嘱託員に依頼している業務 

①行政文書等（広報紙含む）の配布、

掲示及び各種通知事項の周知伝達

②行政区域内の情報の把握 

③災害情報の収集、報告及び資料提

供 

 

２．区長に協力を依頼している業務 

①町の各種行事、事業への参加 

②各種委員推薦（民生委員等） 

③公共行事への協力 

（境界立会い、転作確認等） 

④ごみ置き場管理、ごみ減量化の推

進 

⑤交通安全運動、防犯運動協力等 

⑥里道、水路の管理 

参 考 資 料



 

 

 

 熊  本  市 富  合  町 

根 拠 町内自治振興補助金交付規則に基づく

届出制 

 

富合町嘱託員設置規則 

区 域 ７２７町内自治会 

 

２２行政区 

報 酬 無 

（各世帯からの町費の中から会長手当を

支給している町内自治会が大部分） 

（年額） 

均等割 315,900 円 

世帯割 2,200 円×世帯数 

 

財政的支援等 自治振興補助金 

（自治会運営費の一部として助成） 

・200 世帯以下   年額 60,000 円 

・201～400 世帯  年額 65,000 円 

・401～800 世帯  年額 70,000 円 

・801 世帯以上   年額 75,000 円 

 

文書配布事務委託料 

（町内自治会等と委託契約を締結） 

１世帯 月額 60 円 

 

熊本市防犯灯補助金 

・4/1 までに設置  2,000 円／1灯 

・4/2～6/30 までに設置  1,500 円 

・7/1～9/30 までに設置  1,000 円 

・10/1～12/31 までに設置  500 円 

行政区補助金 

無 

 

 

 

 

 

文書配布事務委託料 

無（報酬に含む） 

 

 

防犯灯補助金 

・電球の交換    10 割補助 

・新設及び修繕    4 割補助 

・電気代       4 割補助 

 （実施主体：富合町防犯協会） 
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